
 

         

 

平成３０年１０月２５日 

 

 

株式会社言歩木
ことほぎ

に対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令について 

 

消費者庁は、本日、株式会社言歩木(以下「言歩木」といいます。)に対し、同社

が供給する「山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と称する飲料に係る表示について、

景品表示法に違反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）に該当）が認められた

ことから、同法第７条第１項の規定に基づく措置命令（別添１参照）及び同法第８

条第１項の規定に基づく課徴金納付命令（別添２参照）を行いました。 

 

１ 違反行為者の概要 

  名  称 株式会社言歩木（法人番号 7040001033476） 

所 在 地 千葉県市川市南八幡三丁目７番１号 

代 表 者 代表取締役 島田 斗牛 

設立年月 平成２１年８月 

資 本 金 １０００万円（平成３０年９月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象商品 

    「山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と称する飲料（以下「本件商品」という。）

（別紙１） 

 

(2) 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

    日刊新聞紙に掲載した広告 

(ｲ) 表示期間 

    平成２８年５月２４日、同年９月２３日、同年１２月２１日及び平成２９

年５月２４日 

(ｳ) 表示内容（別紙２） 

例えば、平成２８年５月２４日に配布された日刊新聞紙に掲載した広告に

おいて、「『かすみ』『ぼやけ』『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、

毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、
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これは放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が起因して

いる。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの酵素化にも成功。滋養豊富な

山野草醗酵酵素は、腸内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借り

ずに吸収できるまで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、

全身の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、滞った

老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の

両方の健康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」と記載するな

ど、別表「配布年月日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含ま

れる酵素の働きにより、視力の回復効果及び「かすみ」、「ぼやけ」といった

目の症状の改善効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

イ 実際 

前記アの表示について、当庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基づき、

言歩木に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないも

のであった。 

 

(3) 命令の概要 

  ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもので

ある旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様

の表示を行わないこと。 

 

３ 課徴金納付命令の概要 

(1) 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品 

本件商品 

 

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 

前記２(2)ア(ｱ)に同じ 

イ 表示内容 

前記２(2)ア(ｳ)に同じ 

ウ 実際 

前記２(2)アの表示について、当庁は、景品表示法第８条第３項の規定に基
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づき、言歩木に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資

料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められな

いものであった。 

 

(3) 課徴金対象期間 

平成２８年５月２４日から平成２９年１１月１日までの間 

 

(4) 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由 

言歩木は、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確

認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 

 

(5) 命令の概要（課徴金の額） 

言歩木は、平成３１年５月２７日までに、１８１４万円を支払わなければなら

ない。 

 

 
【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 電話 

【措置命令】   ０３（３５０７）７５６３ 

【課徴金納付命令】０３（３５０７）９２３３ 

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 
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商 品 名 山野草醗酵酵素ブル－ベリーＤＸ 

形 状 液状 

原 材 料 ブルーベリー、植物醗酵エキス（ブルーベリー/ワイルド種・ハイブッシュ

種、蔗糖、キダチアロエ、トレハロース、ボイセンベリー、マルベリー、ア

ロニア）、山野草・野草・果実エキス（糖類/蔗糖、オリゴ糖、黒糖、山野草

類/ドクダミ、エビスグサ、スイカズラ、スギナ、オオバコの葉、ハトムギ、

クコの葉、ヨモギ、アカザ、カンゾウ、カキドオシ、イチョウの葉、マタタ

ビの木、オトギリソウ、ケイヒ、ウコギ、カワラケツメイ、ツルナ、ナルコ

ユリ、アマチャヅル、ウコン、エゾウコギ、ツユクサ、ハブソウ、マツ葉、

キダチアロエ、アカメガシワ、クコの実、クマザサ、タンポポ、ナンテンの

葉、コナラ、ツチアケビ、野菜類/トマト、キャベツ、モヤシ、キュウリ、

タマネギ、ダイコン、ニンジン、ゴボウ、レンコン、バレイショ、ブロッコ

リー、ヤマイモ、ホウレンソウ、シイタケ、マイタケ、パセリ、ナタマメ、

コマツナ、カブ、ニラ、ニンニク、果実類/パパイヤ（遺伝子組換でない）、

パイナップル、リンゴ、レモン、その他/パインファイバー、貝化石、昆布） 

販売開始 平成２１年１０月１３日 

別紙１ 
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HE119
テキストボックス
表示例：平成２８年５月２４日に配布された日刊新聞紙に掲載した広告

HE119
テキストボックス
別紙２



別表                            

配布年月日 表示内容 

平成２８年５月２４日    ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ポタポタ ドライ ベタベタ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これ

は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が起

因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、

視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリー

の酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境を整

えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるまで分

解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝

酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、滞った

老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健康には

『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。【文／

嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「     様（  歳）   県在住」、「視

界爽快！」、「サラサラを測ったら、１８歳も若いって！？」、

「ご主人に先立たれ４０年、子育てしながら     を支え続

け、今なお現役。しかも      、   、さらに●●●●●

●●●●●  『      』    までされています。と

ころが二年前、パソコンの文字がボヤけるし霧がかかってしまい

『もう仕事が出来ないのかと…』『辿り着いたのがこの酵素。飲

んでいたらパァ～って視界がハッキリしてきたの、その感動った

ら』『歩く姿が年齢と違うって言われちゃうと、そうかなぁ～っ

てその気になって（笑）』『先日、サラサラを測ったら、１８歳

も若いよって言われて！この酵素で瞳も体も、内から本当に若

返ったみたいです』」と記載。 

・体験談として、「    様（  歳）   在住」、「視界の

煩わしさ、嘘のように晴れ晴れ！」、「一年以上も涙で潤んで、

目の下縁がいつも赤くタダれ、外出するにも恥ずかしくて。新聞

で目に留まり頼んでみたら、もうビックリ。色々悩んで相談して
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たのに…。すっかり涙が消えちゃって。もういいかなって他のサ

プリに浮気しちゃったら、またポタポタになって、慌てて飲み始

めたのね。お陰様で、５～６年前から高かった数値・朝のドキド

キも落ち着いて。今では主人と２人で毎日欠かさず飲んでいま

す。もちろん、浮気はしませんから（笑）。」、「※個人の感想

です。」と記載。 

・体験談として、「    様（  歳）   県在住」、「視界

があの頃のように！友達もすごいと評判。」、「飲んでいて良かっ

た。目線を変えるたびに付いてくるミミズのようなもの…。ゴル

フの時に掛けていたメガネも使わなくなったしね。じつは子供達

にソフトテニスを教えていてね、私の雰囲気が違うって言うん

だ。前髪がなかったのよ。ところが櫛の通りが引っ掛かる。この

酵素は、細～いところまで働きかけるんだねぇ。ゴルフ仲間や学

校の先生にこの酵素を紹介したら、『高低差が判らなかったが、

良くわかる』とか、『細かい文字もバッチリ』とか言って喜んで

いるよ。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代表

例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とおっ

しゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康の

ための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がっていま

す。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられては

いかがでしょう。」と記載。 

・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。 

平成２８年９月２３日 ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ポタポタ ドライ ベタベタ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な瞳に必要な栄養が届かないためだが、これ

は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が起

因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、

視界によい野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの

酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境を整え

るのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるまで分解
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されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵

素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き健康を取り戻すため、

働いてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が重要な

のは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●県在住」、「視界爽快！」、「視界があの頃のように！友

達もすごいと評判。」、「飲んでいて良かった。視線を変えるた

びに付いてくるミミズのようなもの。これがいなくなった。しか

もゴルフの時でも裸眼でプレーできる。子供は正直だ。じつは、

小･中･高校生にソフトテニスをボランティアで週三回ほど教え

ていてね。私の雰囲気が違うって言うんだ。散髪屋で薬負けか、

前はねぇ、前髪がなかったのよ。ところが今は櫛の通りが悪い

（笑）。この酵素を飲んでからだねぇ～。この酵素は、細～いと

ころまで働きかけるんだねぇ。ゴルフ仲間や学校の先生にこの酵

素を紹介したら、『高低差が判らなかったが、良くわかるように

なった』とか、『細かい文字もバッチリ』とか言って喜んでいる

よ。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴１年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●県在住」、「ボヤケも眩しさも!肩もお腹も快調です。」、

「体が疲れると視界に表れるタイプで、６年前から黒い斑点が前

を飛ぶし暗くなるの。窓から自分の車を見たらすごく汚れてい

て。じつは私の瞳が原因だったの。照明は眩しいし、その影響？

肩こりも酷くて。２本目の頃、視界のカスミが消え始め肩こりま

で。でね、冬寒いと足が冷たいでしょ。でも裸足で布団に入って

もポッポしてるの。近所の奥さんがウサギのアレみたいにカンカ

ン音がするぐらいだって。私はこの酵素を飲んでいるから、毎朝

快チョウなの（笑）。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年１０ヵ月）    様（  歳）

●●●在住」、「視界の煩わしさ、嘘のように 晴れ晴れ！」、

「一年以上も涙で潤んで、目の下縁がいつも赤くタダれ、外出す

るにも恥ずかしくて。新聞で目に留まり頼んでみたら、もうビッ

クリ。色々悩んで相談してたのに…。すっかり涙が消えちゃって。 

もういいかなって他のサプリに浮気しちゃったら、またポタポタ

になって、慌てて飲み始めたのね。お陰様で、５～６年前から高

かった数値・朝のドキドキも落ち着いて。今では主人と２人で毎

日欠かさず飲んでいます。もちろん、浮気はしませんから（笑）。」、

「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代表
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例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とおっ

しゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康の

ための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がっていま

す。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられては

いかがでしょう。」と記載。 

・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。 

平成２８年１２月２１日 ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ドライ うるうる チラツキ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これ

は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が起

因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、

視界によい野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの

酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境を整え

るのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるまで分解

されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵

素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き、健康を取り戻すため、

働いてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が重要な

のは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴３年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●県在住」、「  歳で視界爽快！」、「メガネを掛けない

から、周りの人が驚いてます！」、「私は日記や読書のほかに塗

り絵が趣味。ある日メガネが合わなくなって、  歳を迎えた時

にブルーベリーＤＸを飲み始めました。でも、  歳を迎えた直

後アクシデントに遭い、手の指も動かせない状態に。家族は諦め

ていましたが、このままでは絶対にいやだと思いリハビリを頑張

り、箸をちゃんと持てるようになりました。ところが、入院中は

この酵素を持って行かなかったので、目が霞んで虫が飛ぶしで、

日記も本も辛くなって。退院してすぐに飲み始めました。やっぱ

り違うんです。メガネを掛けないで絵が描けるし細かい文字の新

聞も読むもんで、周りの人が驚くんですよ（笑）。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年１０ヵ月）    様（  歳）
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●●県在住」、「すがって良かった。ぼんやりもウルウルも！」、

「『加齢です』って言われて。視界に何やらピュピュッと走るし、

かすんでしまうし。悲しくなくても涙が出て。テレビの文字もボ

ンヤリしてきて、テーブルをテレビに近づけてしまう。でもお陰

で、『あれ？大丈夫ですね』って言われ、『ヨシッ！』って思わ

ずガッツポーズ！この酵素って体の細胞に届くんでしょ。今は

テーブルも元の位置だし（笑）、これにすがって良かったです。」、

「※個人の感想です。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴３年７ヵ月）    様（  歳）●

●●県在住」、「スカッとしているもんだでなぁ。」、「メガネ

と虫メガネも使って、新聞を読んでいたんだ。視界の悩みが酷く

てね、更新まで時間もなく、なんとかせにゃならんと。そんな時

新聞で見つけた山野草ブルーベリーの酵素の言葉に惹かれて頼

んでみた。飲んで数カ月もならんうち、視界がスカッと、ビック

リしたとぉ。おかげで免許も無事に更新。体の数値がさ『今は良

かなぁ』って。酵素はそん働きもあったんじゃんね。ダブルメガ

ネの生活も今じゃウソみたい。この酵素のお陰じゃ思うて。本当

にありがたいよなぁ。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代表

例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とおっ

しゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康の

ための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がっていま

す。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられては

いかがでしょう。」と記載。 

・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。  

平成２９年５月２４日 ・「視界爽快」、「『山野草醗酵酵素』さらに進化！」、「かすみ 

チラツキ、ポタポタ ベタベタ」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、つい

に酵素化！」、「そして、野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーだけでなく『３種

の瞳の果実』ボイセンベリー・アロニア・マルベリーの酵素化に

も成功！一段と進化した『山野草醗酵酵素』がついに完成。」と

記載。 

・体験談として、「（愛飲歴１年６ヵ月）     様（  歳）

●●●在住」、「  歳、新聞も雑誌も、なにも掛けず読んどる。」、

「うるうる・べたべたして悩んでいたところ『これや！』思うて

飲み始めたら、気にならなくなってねぇ。新聞や雑誌なんかなに

も掛けないで読んどると、みんなびっくりしはる。これも酵素の

お陰やね。」と記載。 
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・体験談として、「（愛飲歴４年）    様（  歳）   在

住」、「カーテンを張ったようなカスミが取れて。」、「８年前

にかすみ出して診てもらったら歪んでいたんだ。藁をもつかむ思

いで続けたらカーテンを張ったようなカスミが取れて。瞳と身体

の隅々まで掃除をしてくれるんやね。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴６年３ヵ月）    様（  歳）●

●県在住」、「すがって良かった！ぼんやりもウルウルも。」、

「１０年前から何やら前にピュピュッて走るし、テレビもぼんや

りでお膳が前に。悲しくもないのにポタポタでした。今はハンカ

チはいらないし、お膳も元の位置です(笑)。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年６ヵ月）    様（  歳）●

●●在住」、「今？綺麗ですよ～！サングラスもいらないし。」、

「２年前から朝はベタベタで開かない。外は眩しくてサングラ

ス。ええ、お陰様でバッチリ。しかも『あんたの肩、鉄みたい』

と言われていたのが、今は軽～て元気いっぱいです。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年１ヵ月）   様（  歳）●●

●県在住」、「スカッとしてるもんだでなぁ。」、「農業指導員

として農業機械の修理などしていたが、細かい部品が見難くてメ

ガネの二つ掛け、虫メガネも使って…。この酵素で視界がスカっ

と。免許も無事に更新しちゃっど。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年８ヵ月）     様（  歳）

●●●在住」、「サラサラを測ったら、１８歳も若いって（笑）」、

「２年前パソコンの文字が…。たどり着いたこの酵素。パァーっ

てハッキリしてきたの。先日サラサラを測ったら１８歳も若いっ

て言われて。瞳も体も内から若返ったみたい。」と記載。 

・「文字や画面が鮮明に、『山野草醗酵酵素』の底力！」、「『新

聞の字が…』『テレビの字幕が…』『ポタポタが…』という方々

が年々増えている。『酵素は体に良い』とだれもが一度は聞いた

ことがあると思うが、最近口コミでも評判の『酵素化されたブ

ルーベリー』とは一体どういったものだろうか。大豆だけで造る

味噌や納豆などの醗酵食品でも、酵素分解により栄養価が非常に

高まることはご存知だと思うが、近年さらに新しい力を生み出す

ことも解明されてきた。そこで五十余年の酵素化の技術が挑んだ

のが、視界に良い野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの力を引き出すための酵素

化であった。さらに７年越しの研究で、３種の瞳の果実『ボイセ

ンベリー』『アロニア』『マルベリー』の酵素化にも成功した。

この醗酵酵素は乳酸菌など五十種以上の豊富な善玉菌で作られ

ており、腸内環境を整えるのは勿論だが、植物だけでも６４種の
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原材料が、加齢で衰えた消化酵素の力を借りるまでもないほどに

分解されている。この酵素原液を体内に摂りこむことで、全身の

代謝酵素が活発となり、視界と身体に栄養成分が届き組織を再

生、滞った老廃物を排出する力となる。だから瞳にも体にも優し

い。この技術をさらに進化させ、『野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー』をはじ

め、先ほどの『ボイセンベリー』『アロニア』『マルベリー』の

３種のベリーを、他の健康食品と異なり化学薬品や保存料も用い

ず、栄養の詰まった皮や種の栄養を捨てずに余すところなく酵素

化に成功したのがこの『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。」、

「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代

表例」、「だからだろう。この進化した『山野草醗酵酵素ブルー

ベリーＤＸ』の完成後、『他の健康食品とは違う！』と、全国か

ら予想をはるかに上回る嬉しい声と驚きの声が数多く届くよう

になった。貴方も是非、この機会にお試しになられてはいかがだ

ろうか。」と記載。 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

（参考１） 
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間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置
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に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計

算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 
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３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

○ 優良誤認表示（第５条第１号）

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

○ 有利誤認表示（第５条第２号）

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。 

・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示

② 商品の原産国に関する不当な表示

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④ 不動産のおとり広告に関する表示

⑤ おとり広告に関する表示

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
）

不
当
な
表
示

（参考２） 
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制
度
開
始
日

目 的 課
徴
金
納
付
命
令

（
第
８
条

）

・
対

象
行

為
：

優
良

誤
認

表
示

行
為

、
有

利
誤

認
表

示
行

為
を

対
象

と
す

る
。

・
課

徴
金

額
の

算
定

：
対

象
商

品
・

役
務

の
売

上
額

に
３

％
を

乗
じ

る
。

・
対

象
期

間
：

３
年

間
を

上
限

と
す

る
。

・
主

観
的

要
素

：
違

反
事

業
者

が
不

当
な

表
示

で
あ

る
こ

と
を

知
ら

ず
、

か
つ

、
知

ら
な

い
こ

と
に

つ
き

相
当

の
注

意
を

怠
っ

た
者

で
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
課

徴
金

を
賦

課
し

な
い

。

・
規

模
基

準
：

課
徴

金
額

が
15

0万
円

未
満

と
な

る
場

合
は

、
課

徴
金

を
賦

課
し

な
い

。

除
斥
期
間

（
第
12
条
第

７
項
）

違
反

行
為

を
や

め
た

日
か

ら
５

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

課
徴

金
を

賦
課

し
な

い
。

課
徴
金
対
象
行
為
該
当
事
実
の
報
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
９
条
）

課
徴

金
対

象
行

為
に

該
当

す
る

事
実

を
報

告
し

た
事

業
者

に
対

し
、

課
徴

金
額

の
２

分
の

１
を

減
額

す
る

。

平
成

28
年

４
月

１
日

賦
課
手
続

（
第
13
条
）

違
反

事
業

者
に

対
す

る
手

続
保

障
と

し
て

、
弁

明
の

機
会

を
付

与
す

る
。

１
：

実
施

予
定

返
金

措
置

計
画

の
作

成
・認

定

２
：

返
金

措
置

の
実

施

３
：

報
告

期
限

ま
で
に
報
告

返
金

措
置

に
お

け
る

金
銭

交
付

相
当

額
が

課
徴

金
額

以
上

の
場

合

課
徴

金
額

の
減

額

返
金

措
置

に
お

け
る

金
銭

交
付

相
当

額
が

課
徴

金
額

未
満

の
場

合

事
業

者
が

所
定

の
手
続

に
沿

っ
て

返
金

措
置

を
実

施
し

た
場

合
は

、
課

徴
金

を
命

じ
な

い
又

は
減

額
す

る
。

課
徴

金
の

納
付

を
命
じ
な
い

返
金
措
置
の
実
施
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第

10
条
・
第

11
条
）

※
返

金
措

置
＝

対
象

商
品

・
役

務
の

取
引

を
し

た
こ

と
が

特
定

さ
れ

る
一

般
消

費
者

か
ら

の
申

出
が

あ
つ

た
場

合
に

、
当

該
申

出
を

し
た

一
般

消
費

者
の

購
入

額
に

３
％

を
乗

じ
た

額
以

上
の

金
銭

を
交

付
す

る
措

置
。

事
業

者
は

、
実

施
予

定
返

金
措

置
計

画
に

沿
っ

て
返

金
措

置
を

実
施

す
る

。

返
金

措
置

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

は
、

実
施

予
定

返
金

措
置

計
画

を
作

成
し
、

消
費

者
庁

長
官

の
認

定
を

受
け

る
。

不
実

証
広

告
規

制
に

係
る

表
示

に
つ

い
て

、
一

定
の

期
間

内
に

当
該

表
示

の
裏

付
け

と
な

る
合

理
的

な
根

拠
を

示
す

資
料

の
提

出
が

な
い

場
合

に
は

、
当

該
表

示
を

優
良

誤
認

表
示

と
推

定
し

て
課

徴
金

を
賦

課
す

る
。

不
当
な
表
示
に
よ
る
顧
客
の
誘
引
を
防
止
す
る
た
め
、
不
当
な
表
示
を
行

っ
た

事
業

者
に

対
す

る
課

徴
金

制
度

を
導

入
す
る
と
と
も
に
、
被
害
回
復
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
返
金
に
よ
る
課
徴
金

額
の

減
額

等
の

措
置

を
講

ず
る

。

課
徴

金
制

度
の

概
要

（参考３） 
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1 

 

消表対第１２２０号 

平成３０年１０月２５日 

 

 

株式会社言歩木 

代表取締役 島田 斗牛 殿 

 

消費者庁長官 岡村 和美 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と称する飲料（以下「本件商品」

という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下

「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示

を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速

やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか

じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、全国に配布された日刊新聞紙に掲

載した広告において、例えば、平成２８年５月２４日に、「『かすみ』『ぼやけ』『ポタ

ポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に必要

な栄養が届かないためだが、これは放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝

酵素が起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、視界によい

野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野

草醗酵酵素は、腸内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるま

で分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵素が活発になり、

瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてく

れる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶

彦】」と記載するなど、別表「配布年月日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のと

おり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる酵

素の働きにより、視力の回復効果及び「かすみ」、「ぼやけ」といった目の症状の改善効

果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 

別添１ ※別添写しについては、添付を省略しています。 



2 

 

イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的

な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示が行われることを防止

するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければならな

い。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的

な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置について、速

やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社言歩木（以下「言歩木」という。）は、千葉県市川市南八幡三丁目７番１号に本

店を置き、健康食品の販売業等を営む事業者である。 

⑵ 言歩木は、本件商品を通信販売の方法により一般消費者に販売していた。 

⑶ 言歩木は、本件商品に係る日刊新聞紙に掲載した広告の表示内容を自ら決定していた。 

⑷ア 言歩木は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、全国に配布された日刊新聞紙に

掲載した広告において、例えば、平成２８年５月２４日に、「『かすみ』『ぼやけ』『ポ

タポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に必

要な栄養が届かないためだが、これは放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代

謝酵素が起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、視界によい

野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野

草醗酵酵素は、腸内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるま

で分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵素が活発になり、

瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてく

れる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶

彦】」と記載するなど、別表「配布年月日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のと

おり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる酵

素の働きにより、視力の回復効果及び「かすみ」、「ぼやけ」といった目の症状の改善効

果が得られるかのように示す表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第５条第１号に該当する表示か否

かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、言歩木に対し、期間を定めて、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、言歩木は、当該期

間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる

合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

  なお、言歩木は、前記アの表示について、平成２８年５月２４日、同年９月２３日及び



3 

 

同年１２月２１日に全国に配布された日刊新聞紙に掲載した広告において、「※個人の感

想です。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商

品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、言歩木が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景品表示

法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商品の内容について、一般

消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみな

されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

 ⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

   この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることができ

る。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

 ⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

   訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起す

ることができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審

査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただし、正

当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処

分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別表                            

配布年月日 表示内容 

平成２８年５月２４日    ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ポタポタ ドライ ベタベタ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これ

は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が

起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の

末、視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベ

リーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境

を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できる

まで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身

の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、

滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健

康には『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。

【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「     様（  歳）   県在住」、「視

界爽快！」、「サラサラを測ったら、１８歳も若いって！？」、

「ご主人に先立たれ４０年、子育てしながら     を支え

続け、今なお現役。しかも      、   、さらに●●○

○●○      『      』    までされていま

す。ところが二年前、パソコンの文字がボヤけるし霧がかかって

しまい『もう仕事が出来ないのかと…』『辿り着いたのがこの酵

素。飲んでいたらパァ～って視界がハッキリしてきたの、その感

動ったら』『歩く姿が年齢と違うって言われちゃうと、そうかな

ぁ～ってその気になって（笑）』『先日、サラサラを測ったら、

１８歳も若いよって言われて！この酵素で瞳も体も、内から本

当に若返ったみたいです』」と記載。 

・体験談として、「    様（  歳）   在住」、「視界の

煩わしさ、嘘のように晴れ晴れ！」、「一年以上も涙で潤んで、
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目の下縁がいつも赤くタダれ、外出するにも恥ずかしくて。新聞

で目に留まり頼んでみたら、もうビックリ。色々悩んで相談して

たのに…。すっかり涙が消えちゃって。もういいかなって他のサ

プリに浮気しちゃったら、またポタポタになって、慌てて飲み始

めたのね。お陰様で、５～６年前から高かった数値・朝のドキド

キも落ち着いて。今では主人と２人で毎日欠かさず飲んでいま

す。もちろん、浮気はしませんから（笑）。」、「※個人の感想

です。」と記載。 

・体験談として、「    様（  歳）   県在住」、「視界

があの頃のように！友達もすごいと評判。」、「飲んでいて良か

った。目線を変えるたびに付いてくるミミズのようなもの…。ゴ

ルフの時に掛けていたメガネも使わなくなったしね。じつは子

供達にソフトテニスを教えていてね、私の雰囲気が違うって言

うんだ。前髪がなかったのよ。ところが櫛の通りが引っ掛かる。

この酵素は、細～いところまで働きかけるんだねぇ。ゴルフ仲間

や学校の先生にこの酵素を紹介したら、『高低差が判らなかった

が、良くわかる』とか、『細かい文字もバッチリ』とか言って喜

んでいるよ。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代

表例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とお

っしゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康

のための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がってい

ます。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられて

はいかがでしょう。」と記載。 

・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。 

別添写し１ 

平成２８年９月２３日 ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ポタポタ ドライ ベタベタ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な瞳に必要な栄養が届かないためだが、これ
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は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が

起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の

末、視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベ

リーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境

を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できる

まで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身

の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き健康を取り

戻すため、働いてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健

康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●●在住」、「視界爽快！」、「視界があの頃のように！友

達もすごいと評判。」、「飲んでいて良かった。視線を変えるた

びに付いてくるミミズのようなもの。これがいなくなった。しか

もゴルフの時でも裸眼でプレーできる。子供は正直だ。じつは、

小･中･高校生にソフトテニスをボランティアで週三回ほど教え

ていてね。私の雰囲気が違うって言うんだ。散髪屋で薬負けか、

前はねぇ、前髪がなかったのよ。ところが今は櫛の通りが悪い

（笑）。この酵素を飲んでからだねぇ～。この酵素は、細～いと

ころまで働きかけるんだねぇ。ゴルフ仲間や学校の先生にこの

酵素を紹介したら、『高低差が判らなかったが、良くわかるよう

になった』とか、『細かい文字もバッチリ』とか言って喜んでい

るよ。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴１年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●●在住」、「ボヤケも眩しさも!肩もお腹も快調です。」、

「体が疲れると視界に表れるタイプで、６年前から黒い斑点が

前を飛ぶし暗くなるの。窓から自分の車を見たらすごく汚れて

いて。じつは私の瞳が原因だったの。照明は眩しいし、その影

響？肩こりも酷くて。２本目の頃、視界のカスミが消え始め肩こ

りまで。でね、冬寒いと足が冷たいでしょ。でも裸足で布団に入

ってもポッポしてるの。近所の奥さんがウサギのアレみたいに

カンカン音がするぐらいだって。私はこの酵素を飲んでいるか

ら、毎朝快チョウなの（笑）。」、「※個人の感想です。」と記

載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年１０ヵ月）    様（  歳）

●●●在住」、「視界の煩わしさ、嘘のように 晴れ晴れ！」、

「一年以上も涙で潤んで、目の下縁がいつも赤くタダれ、外出す
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るにも恥ずかしくて。新聞で目に留まり頼んでみたら、もうビッ

クリ。色々悩んで相談してたのに…。すっかり涙が消えちゃっ

て。 もういいかなって他のサプリに浮気しちゃったら、またポ

タポタになって、慌てて飲み始めたのね。お陰様で、５～６年前

から高かった数値・朝のドキドキも落ち着いて。今では主人と

２人で毎日欠かさず飲んでいます。もちろん、浮気はしませんか

ら（笑）。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代

表例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とお

っしゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康

のための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がってい

ます。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられて

はいかがでしょう。」と記載。 

・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。 

別添写し２ 

平成２８年１２月２１日 ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ドライ うるうる チラツキ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これ

は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が

起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の

末、視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベ

リーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境

を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できる

まで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身

の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き、健康を取り

戻すため、働いてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健

康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴３年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●●県在住」、「  歳で視界爽快！」、「メガネを掛けな
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いから、周りの人が驚いてます！」、「私は日記や読書のほかに

塗り絵が趣味。ある日メガネが合わなくなって、  歳を迎えた

時にブルーベリーＤＸを飲み始めました。でも、  歳を迎えた

直後アクシデントに遭い、手の指も動かせない状態に。家族は諦

めていましたが、このままでは絶対にいやだと思いリハビリを

頑張り、箸をちゃんと持てるようになりました。ところが、入院

中はこの酵素を持って行かなかったので、目が霞んで虫が飛ぶ

しで、日記も本も辛くなって。退院してすぐに飲み始めました。

やっぱり違うんです。メガネを掛けないで絵が描けるし細かい

文字の新聞も読むもんで、周りの人が驚くんですよ（笑）。」と

記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年１０ヵ月）    様（  歳）

●●県在住」、「すがって良かった。ぼんやりもウルウルも！」、

「『加齢です』って言われて。視界に何やらピュピュッと走る

し、かすんでしまうし。悲しくなくても涙が出て。テレビの文字

もボンヤリしてきて、テーブルをテレビに近づけてしまう。でも

お陰で、『あれ？大丈夫ですね』って言われ、『ヨシッ！』って

思わずガッツポーズ！この酵素って体の細胞に届くんでしょ。

今はテーブルも元の位置だし（笑）、これにすがって良かったで

す。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴３年７ヵ月）    様（  歳）●

●●県在住」、「スカッとしているもんだでなぁ。」、「メガネ

と虫メガネも使って、新聞を読んでいたんだ。視界の悩みが酷く

てね、更新まで時間もなく、なんとかせにゃならんと。そんな時

新聞で見つけた山野草ブルーベリーの酵素の言葉に惹かれて頼

んでみた。飲んで数カ月もならんうち、視界がスカッと、ビック

リしたとぉ。おかげで免許も無事に更新。体の数値がさ『今は良

かなぁ』って。酵素はそん働きもあったんじゃんね。ダブルメガ

ネの生活も今じゃウソみたい。この酵素のお陰じゃ思うて。本当

にありがたいよなぁ。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代

表例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とお

っしゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康

のための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がってい

ます。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられて

はいかがでしょう。」と記載。 
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・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。  

別添写し３ 

平成２９年５月２４日 ・「視界爽快」、「『山野草醗酵酵素』さらに進化！」、「かすみ 

チラツキ、ポタポタ ベタベタ」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、つ

いに酵素化！」、「そして、野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーだけでなく『３種

の瞳の果実』ボイセンベリー・アロニア・マルベリーの酵素化に

も成功！一段と進化した『山野草醗酵酵素』がついに完成。」と

記載。 

・体験談として、「（愛飲歴１年６ヵ月）     様（  歳）  

●●●在住」、「  歳、新聞も雑誌も、なにも掛けず読んど

る。」、「うるうる・べたべたして悩んでいたところ『これや！』

思うて飲み始めたら、気にならなくなってねぇ。新聞や雑誌なん

かなにも掛けないで読んどると、みんなびっくりしはる。これも

酵素のお陰やね。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年）    様（  歳）  県在

住」、「カーテンを張ったようなカスミが取れて。」、「８年前

にかすみ出して診てもらったら歪んでいたんだ。藁をもつかむ

思いで続けたらカーテンを張ったようなカスミが取れて。瞳と

身体の隅々まで掃除をしてくれるんやね。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴６年３ヵ月）    様（  歳）●

●県在住」、「すがって良かった！ぼんやりもウルウルも。」、

「１０年前から何やら前にピュピュッて走るし、テレビもぼん

やりでお膳が前に。悲しくもないのにポタポタでした。今はハン

カチはいらないし、お膳も元の位置です(笑)。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年６ヵ月）    様（  歳）●

●●在住」、「今？綺麗ですよ～！サングラスもいらないし。」、

「２年前から朝はベタベタで開かない。外は眩しくてサングラ

ス。ええ、お陰様でバッチリ。しかも『あんたの肩、鉄みたい』

と言われていたのが、今は軽～て元気いっぱいです。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年１ヵ月）   様（  歳）●●

●県在住」、「スカッとしてるもんだでなぁ。」、「農業指導員

として農業機械の修理などしていたが、細かい部品が見難くて

メガネの二つ掛け、虫メガネも使って…。この酵素で視界がスカ

っと。免許も無事に更新しちゃっど。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年８ヵ月）     様（  歳）
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●●●在住」、「サラサラを測ったら、１８歳も若いって（笑）」、

「２年前パソコンの文字が…。たどり着いたこの酵素。パァーっ

てハッキリしてきたの。先日サラサラを測ったら１８歳も若い

って言われて。瞳も体も内から若返ったみたい。」と記載。 

・「文字や画面が鮮明に、『山野草醗酵酵素』の底力！」、「『新

聞の字が…』『テレビの字幕が…』『ポタポタが…』という方々

が年々増えている。『酵素は体に良い』とだれもが一度は聞いた

ことがあると思うが、最近口コミでも評判の『酵素化されたブル

ーベリー』とは一体どういったものだろうか。大豆だけで造る味

噌や納豆などの醗酵食品でも、酵素分解により栄養価が非常に

高まることはご存知だと思うが、近年さらに新しい力を生み出

すことも解明されてきた。そこで五十余年の酵素化の技術が挑

んだのが、視界に良い野生種ブルーベリーの力を引き出すため

の酵素化であった。さらに７年越しの研究で、３種の瞳の果実

『ボイセンベリー』『アロニア』『マルベリー』の酵素化にも成

功した。この醗酵酵素は乳酸菌など五十種以上の豊富な善玉菌

で作られており、腸内環境を整えるのは勿論だが、植物だけでも

６４種の原材料が、加齢で衰えた消化酵素の力を借りるまでも

ないほどに分解されている。この酵素原液を体内に摂りこむこ

とで、全身の代謝酵素が活発となり、視界と身体に栄養成分が届

き組織を再生、滞った老廃物を排出する力となる。だから瞳にも

体にも優しい。この技術をさらに進化させ、『野生種ブルーベリ

ー』をはじめ、先ほどの『ボイセンベリー』『アロニア』『マル

ベリー』の３種のベリーを、他の健康食品と異なり化学薬品や保

存料も用いず、栄養の詰まった皮や種の栄養を捨てずに余すと

ころなく酵素化に成功したのがこの『山野草醗酵酵素ブルーベ

リーＤＸ』。」、「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種

の厳選植物代表例」、「だからだろう。この進化した『山野草醗

酵酵素ブルーベリーＤＸ』の完成後、『他の健康食品とは違う！』

と、全国から予想をはるかに上回る嬉しい声と驚きの声が数多

く届くようになった。貴方も是非、この機会にお試しになられて

はいかがだろうか。」と記載。 

別添写し４ 
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消表対第１２２１号 

平成３０年１０月２５日 

 

 

株式会社言歩木 

代表取締役 島田 斗牛 殿 

 

消費者庁長官 岡村 和美 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が供給する「山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と称する飲料（以下「本件商

品」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。

以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当

な表示を行っていたので、同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令

する。 

 

主   文 

株式会社言歩木（以下「言歩木」という。）は、課徴金として金１８１４万円を平成３１

年５月２７日までに国庫に納付しなければならない。 

 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、言歩木が自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、

景品表示法第８条第３項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商品の内容につ

いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧

客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら

れる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違反する

ものである。 

 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品である。 

イ(ｱ) 言歩木が前記１の課徴金対象行為をした期間は、平成２８年５月２４日から平成

２９年５月２４日までの間である。 

(ｲ) 本件商品について、言歩木が前記１の課徴金対象行為をやめた後そのやめた日か

ら６月を経過する平成２９年１１月２４日までの間に最後に取引をした日は、平成

別添２ ※別添写しについては、添付を省略しています。 
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２９年１１月１日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、平

成２８年５月２４日から平成２９年１１月１日までの間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係る言歩木の売上額は、不当景

品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条の規定に基づき算

定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、６億４７１万１３１０円である。 

エ 言歩木は、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認するこ

となく、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対象行為をした期間

を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項第１号に該当する

ことを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められな

い。 

⑵ 前記⑴の事実によれば、言歩木が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、景品表

示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品の売上額に１００分の３を乗じて

得た額から、同法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端数を切り捨てて算出した

１８１４万円である。 

 

よって、言歩木に対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり命令する。 

 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることができ

る。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分が

あったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日か

ら起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び第

１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することが

できる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分

の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなる。 
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（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審査

請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただし、正当

な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。  
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別紙 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社言歩木（以下「言歩木」という。）は、千葉県市川市南八幡三丁目７番１号に

本店を置き、健康食品の販売業等を営む事業者である。 

２ 言歩木は、「山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と称する飲料（以下「本件商品」という。）

を通信販売の方法により一般消費者に販売していた。 

３ 言歩木は、本件商品に係る日刊新聞紙に掲載した広告の表示内容を自ら決定していた。 
４⑴ 言歩木は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、全国に配布された日刊新聞紙に

掲載した広告において、例えば、平成２８年５月２４日に、「『かすみ』『ぼやけ』『ポ

タポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に必

要な栄養が届かないためだが、これは放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代

謝酵素が起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の末、視界によい

野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベリーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野

草醗酵酵素は、腸内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるま

で分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵素が活発になり、

瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれ

る。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶

彦】」と記載するなど、別表「配布年月日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のと

おり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる酵

素の働きにより、視力の回復効果及び「かすみ」、「ぼやけ」といった目の症状の改善効

果が得られるかのように示す表示をしていた。 

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年

法律第１３４号）第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第８条第３項

の規定に基づき、言歩木に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ、言歩木は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を

提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認

められないものであった。 

なお、言歩木は、前記⑴の表示について、平成２８年５月２４日、平成２８年９月２３日

及び平成２８年１２月２１日に全国に配布された日刊新聞紙に掲載した広告において、

「※個人の感想です。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が前記⑴の表示から

受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。  
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別表                            

配布年月日 表示内容 

平成２８年５月２４日    ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ポタポタ ドライ ベタベタ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これ

は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が

起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の

末、視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベ

リーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境

を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できる

まで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身

の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、

滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健

康には『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。

【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「     様（  歳）   県在住」、「視

界爽快！」、「サラサラを測ったら、１８歳も若いって！？」、

「ご主人に先立たれ４０年、子育てしながら     を支え

続け、今なお現役。しかも      、   、さらに●●○

○●○      『      』    までされていま

す。ところが二年前、パソコンの文字がボヤけるし霧がかかって

しまい『もう仕事が出来ないのかと…』『辿り着いたのがこの酵

素。飲んでいたらパァ～って視界がハッキリしてきたの、その感

動ったら』『歩く姿が年齢と違うって言われちゃうと、そうかな

ぁ～ってその気になって（笑）』『先日、サラサラを測ったら、

１８歳も若いよって言われて！この酵素で瞳も体も、内から本

当に若返ったみたいです』」と記載。 

・体験談として、「    様（  歳）   在住」、「視界の

煩わしさ、嘘のように晴れ晴れ！」、「一年以上も涙で潤んで、
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目の下縁がいつも赤くタダれ、外出するにも恥ずかしくて。新聞

で目に留まり頼んでみたら、もうビックリ。色々悩んで相談して

たのに…。すっかり涙が消えちゃって。もういいかなって他のサ

プリに浮気しちゃったら、またポタポタになって、慌てて飲み始

めたのね。お陰様で、５～６年前から高かった数値・朝のドキド

キも落ち着いて。今では主人と２人で毎日欠かさず飲んでいま

す。もちろん、浮気はしませんから（笑）。」、「※個人の感想

です。」と記載。 

・体験談として、「    様（  歳）   県在住」、「視界

があの頃のように！友達もすごいと評判。」、「飲んでいて良か

った。目線を変えるたびに付いてくるミミズのようなもの…。ゴ

ルフの時に掛けていたメガネも使わなくなったしね。じつは子

供達にソフトテニスを教えていてね、私の雰囲気が違うって言

うんだ。前髪がなかったのよ。ところが櫛の通りが引っ掛かる。

この酵素は、細～いところまで働きかけるんだねぇ。ゴルフ仲間

や学校の先生にこの酵素を紹介したら、『高低差が判らなかった

が、良くわかる』とか、『細かい文字もバッチリ』とか言って喜

んでいるよ。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代

表例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とお

っしゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康

のための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がってい

ます。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられて

はいかがでしょう。」と記載。 

・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。 

別添写し１ 

平成２８年９月２３日 ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ポタポタ ドライ ベタベタ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な瞳に必要な栄養が届かないためだが、これ
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は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が

起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の

末、視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベ

リーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境

を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できる

まで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身

の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き健康を取り

戻すため、働いてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健

康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●●在住」、「視界爽快！」、「視界があの頃のように！友

達もすごいと評判。」、「飲んでいて良かった。視線を変えるた

びに付いてくるミミズのようなもの。これがいなくなった。しか

もゴルフの時でも裸眼でプレーできる。子供は正直だ。じつは、

小･中･高校生にソフトテニスをボランティアで週三回ほど教え

ていてね。私の雰囲気が違うって言うんだ。散髪屋で薬負けか、

前はねぇ、前髪がなかったのよ。ところが今は櫛の通りが悪い

（笑）。この酵素を飲んでからだねぇ～。この酵素は、細～いと

ころまで働きかけるんだねぇ。ゴルフ仲間や学校の先生にこの

酵素を紹介したら、『高低差が判らなかったが、良くわかるよう

になった』とか、『細かい文字もバッチリ』とか言って喜んでい

るよ。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴１年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●●在住」、「ボヤケも眩しさも!肩もお腹も快調です。」、

「体が疲れると視界に表れるタイプで、６年前から黒い斑点が

前を飛ぶし暗くなるの。窓から自分の車を見たらすごく汚れて

いて。じつは私の瞳が原因だったの。照明は眩しいし、その影

響？肩こりも酷くて。２本目の頃、視界のカスミが消え始め肩こ

りまで。でね、冬寒いと足が冷たいでしょ。でも裸足で布団に入

ってもポッポしてるの。近所の奥さんがウサギのアレみたいに

カンカン音がするぐらいだって。私はこの酵素を飲んでいるか

ら、毎朝快チョウなの（笑）。」、「※個人の感想です。」と記

載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年１０ヵ月）    様（  歳）

●●●在住」、「視界の煩わしさ、嘘のように 晴れ晴れ！」、

「一年以上も涙で潤んで、目の下縁がいつも赤くタダれ、外出す
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るにも恥ずかしくて。新聞で目に留まり頼んでみたら、もうビッ

クリ。色々悩んで相談してたのに…。すっかり涙が消えちゃっ

て。 もういいかなって他のサプリに浮気しちゃったら、またポ

タポタになって、慌てて飲み始めたのね。お陰様で、５～６年前

から高かった数値・朝のドキドキも落ち着いて。今では主人と

２人で毎日欠かさず飲んでいます。もちろん、浮気はしませんか

ら（笑）。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代

表例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とお

っしゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康

のための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がってい

ます。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられて

はいかがでしょう。」と記載。 

・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。 

別添写し２ 

平成２８年１２月２１日 ・「視界爽快」、「小さな文字や画面もバッチリ！」、「『山野草

醗酵酵素』の底力！」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、ついに酵素化！」、

「そして、今話題の『瞳の健康果実』、ボイセンベリー・アロニ

ア・マルベリーの３種の酵素化にも成功！一段と進化した『山野

草醗酵酵素』がついに完成。」、「ドライ うるうる チラツキ 

ぼやけ」、「視界の健康…進化した視界の酵素誕生！」と記載。 

・「３種のベリーも、酵素化に成功！」、「『かすみ』『ぼやけ』

『ポタポタ』等…。加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まり

や減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これ

は放ってはおけない。当然加齢で衰えた消化酵素と代謝酵素が

起因している。そこで６０余年の醗酵技術が苦節７年の研究の

末、視界によい 野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーの酵素化に続き、３種のベ

リーの酵素化にも成功。滋養豊富な山野草醗酵酵素は、腸内環境

を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できる

まで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身

の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き、健康を取り

戻すため、働いてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健

康』が重要なのは言うまでもない。【文／嶌 慶彦】」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴３年１１ヵ月）    様（  歳）

●●●●県在住」、「  歳で視界爽快！」、「メガネを掛けな
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いから、周りの人が驚いてます！」、「私は日記や読書のほかに

塗り絵が趣味。ある日メガネが合わなくなって、  歳を迎えた

時にブルーベリーＤＸを飲み始めました。でも、  歳を迎えた

直後アクシデントに遭い、手の指も動かせない状態に。家族は諦

めていましたが、このままでは絶対にいやだと思いリハビリを

頑張り、箸をちゃんと持てるようになりました。ところが、入院

中はこの酵素を持って行かなかったので、目が霞んで虫が飛ぶ

しで、日記も本も辛くなって。退院してすぐに飲み始めました。

やっぱり違うんです。メガネを掛けないで絵が描けるし細かい

文字の新聞も読むもんで、周りの人が驚くんですよ（笑）。」と

記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年１０ヵ月）    様（  歳）

●●県在住」、「すがって良かった。ぼんやりもウルウルも！」、

「『加齢です』って言われて。視界に何やらピュピュッと走る

し、かすんでしまうし。悲しくなくても涙が出て。テレビの文字

もボンヤリしてきて、テーブルをテレビに近づけてしまう。でも

お陰で、『あれ？大丈夫ですね』って言われ、『ヨシッ！』って

思わずガッツポーズ！この酵素って体の細胞に届くんでしょ。

今はテーブルも元の位置だし（笑）、これにすがって良かったで

す。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴３年７ヵ月）    様（  歳）●

●●県在住」、「スカッとしているもんだでなぁ。」、「メガネ

と虫メガネも使って、新聞を読んでいたんだ。視界の悩みが酷く

てね、更新まで時間もなく、なんとかせにゃならんと。そんな時

新聞で見つけた山野草ブルーベリーの酵素の言葉に惹かれて頼

んでみた。飲んで数カ月もならんうち、視界がスカッと、ビック

リしたとぉ。おかげで免許も無事に更新。体の数値がさ『今は良

かなぁ』って。酵素はそん働きもあったんじゃんね。ダブルメガ

ネの生活も今じゃウソみたい。この酵素のお陰じゃ思うて。本当

にありがたいよなぁ。」、「※個人の感想です。」と記載。 

・「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種の厳選植物代

表例」、「実に多くの方々が口々に『もう絶対手放せない』とお

っしゃる『山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ』。視界と体の健康

のための醗酵酵素だけに全国に愛飲者が口コミでも広がってい

ます。あなたも是非、この進化した醗酵酵素をお試しになられて

はいかがでしょう。」と記載。 
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・「厳選された山野草醗酵酵素で視界・体調ＯＫ！」、「－超熟天

然醗酵－ 山野草醗酵酵素ブルーベリーＤＸ」と記載。  

別添写し３ 

平成２９年５月２４日 ・「視界爽快」、「『山野草醗酵酵素』さらに進化！」、「かすみ 

チラツキ、ポタポタ ベタベタ」、「野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリー、つ

いに酵素化！」、「そして、野生種
ワ イ ル ド

ブルーベリーだけでなく『３種

の瞳の果実』ボイセンベリー・アロニア・マルベリーの酵素化に

も成功！一段と進化した『山野草醗酵酵素』がついに完成。」と

記載。 

・体験談として、「（愛飲歴１年６ヵ月）     様（  歳）  

●●●在住」、「  歳、新聞も雑誌も、なにも掛けず読んど

る。」、「うるうる・べたべたして悩んでいたところ『これや！』

思うて飲み始めたら、気にならなくなってねぇ。新聞や雑誌なん

かなにも掛けないで読んどると、みんなびっくりしはる。これも

酵素のお陰やね。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年）    様（  歳）  県在

住」、「カーテンを張ったようなカスミが取れて。」、「８年前

にかすみ出して診てもらったら歪んでいたんだ。藁をもつかむ

思いで続けたらカーテンを張ったようなカスミが取れて。瞳と

身体の隅々まで掃除をしてくれるんやね。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴６年３ヵ月）    様（  歳）●

●県在住」、「すがって良かった！ぼんやりもウルウルも。」、

「１０年前から何やら前にピュピュッて走るし、テレビもぼん

やりでお膳が前に。悲しくもないのにポタポタでした。今はハン

カチはいらないし、お膳も元の位置です(笑)。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年６ヵ月）    様（  歳）●

●●在住」、「今？綺麗ですよ～！サングラスもいらないし。」、

「２年前から朝はベタベタで開かない。外は眩しくてサングラ

ス。ええ、お陰様でバッチリ。しかも『あんたの肩、鉄みたい』

と言われていたのが、今は軽～て元気いっぱいです。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴４年１ヵ月）   様（  歳）●●

●県在住」、「スカッとしてるもんだでなぁ。」、「農業指導員

として農業機械の修理などしていたが、細かい部品が見難くて

メガネの二つ掛け、虫メガネも使って…。この酵素で視界がスカ

っと。免許も無事に更新しちゃっど。」と記載。 

・体験談として、「（愛飲歴５年８ヵ月）     様（  歳）
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●●●在住」、「サラサラを測ったら、１８歳も若いって（笑）」、

「２年前パソコンの文字が…。たどり着いたこの酵素。パァーっ

てハッキリしてきたの。先日サラサラを測ったら１８歳も若い

って言われて。瞳も体も内から若返ったみたい。」と記載。 

・「文字や画面が鮮明に、『山野草醗酵酵素』の底力！」、「『新

聞の字が…』『テレビの字幕が…』『ポタポタが…』という方々

が年々増えている。『酵素は体に良い』とだれもが一度は聞いた

ことがあると思うが、最近口コミでも評判の『酵素化されたブル

ーベリー』とは一体どういったものだろうか。大豆だけで造る味

噌や納豆などの醗酵食品でも、酵素分解により栄養価が非常に

高まることはご存知だと思うが、近年さらに新しい力を生み出

すことも解明されてきた。そこで五十余年の酵素化の技術が挑

んだのが、視界に良い野生種ブルーベリーの力を引き出すため

の酵素化であった。さらに７年越しの研究で、３種の瞳の果実

『ボイセンベリー』『アロニア』『マルベリー』の酵素化にも成

功した。この醗酵酵素は乳酸菌など五十種以上の豊富な善玉菌

で作られており、腸内環境を整えるのは勿論だが、植物だけでも

６４種の原材料が、加齢で衰えた消化酵素の力を借りるまでも

ないほどに分解されている。この酵素原液を体内に摂りこむこ

とで、全身の代謝酵素が活発となり、視界と身体に栄養成分が届

き組織を再生、滞った老廃物を排出する力となる。だから瞳にも

体にも優しい。この技術をさらに進化させ、『野生種ブルーベリ

ー』をはじめ、先ほどの『ボイセンベリー』『アロニア』『マル

ベリー』の３種のベリーを、他の健康食品と異なり化学薬品や保

存料も用いず、栄養の詰まった皮や種の栄養を捨てずに余すと

ころなく酵素化に成功したのがこの『山野草醗酵酵素ブルーベ

リーＤＸ』。」、「葉 根 皮 視界と体のため選び抜かれた６４種

の厳選植物代表例」、「だからだろう。この進化した『山野草醗

酵酵素ブルーベリーＤＸ』の完成後、『他の健康食品とは違う！』

と、全国から予想をはるかに上回る嬉しい声と驚きの声が数多

く届くようになった。貴方も是非、この機会にお試しになられて

はいかがだろうか。」と記載。 

別添写し４ 
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